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• 国際卓越研究大学法に基づく意見聴取として、国際卓越
研究大学の認定申請書（東京科学大学）についてご意
見をいただく。

• 次回の国際卓越研究大学等体制強化計画の認可に係る
意見聴取を見据え、コメントをいただく。

本日ご議論いただきたい点

※有識者会議の審査結果では、国際卓越研究大学の認定及び体制強化計画の認可の水準を満たし得るも
のとの結論に至っている。
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東京科学大学の認定・認可に向けたスケジュール

令和7年
12月19日（金） 第２期公募の審査の状況について（文部科学大臣より公表）

令和8年
1月 9日（金） 認定申請書の提出（東京科学大学→大臣）
1月13日（火） 国際卓越研究大学の認定（諮問）（大臣→CSTI・科学審）
1月14日（水） 科学技術・学術審議会の意見聴収（答申）
1月中下旬   CSTI本会議の意見聴収（答申）
1月中下旬以降  文部科学大臣による認定の判断

1月下旬以降  体制強化計画の提出（東京科学大学→大臣）
1月下旬以降  体制強化計画の認可（諮問）（大臣→CSTI・科学審）
2月 科学技術・学術審議会の意見聴収（答申）
2月                 CSTI本会議の意見聴収（答申）
2月下旬以降  文部科学大臣による体制強化計画の認可の判断

令和7年度中  東京科学大学への助成開始予定



法第４条第３項の項目 国際卓越研究大学の認定に関する具体的な判断基準
①国際的に卓越した研究の
実績

• 世界トップレベルの研究大学に伍していくことができるだけの研究力を有しているか、また、自然科学と人文・社会科学の融合による総合知の創出など、
多様な分野で先導的な研究が行われているかについて確認。

• 注目度の高い論文(Top10％論文数や割合)が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるものとして、
以下のいずれかの要件に合致すること。
 Top10％論文数が1,000本程度(直近の５年間総計)以上となっていること＜卓越した研究が多様な分野で行われていることを確認＞
 総論文数に占める被引用数Top10％論文数の割合が10%程度以上となっていること＜卓越した研究が高い割合で創出されていることを確認＞
または
 研究者一人当たりのTop10％論文数において、優れた実績(0.6本程度以上)を有すること＜規模によらず、成果の実績を確認＞

②経済社会に変化をもたらす
研究成果の活用の実績

• 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用(経済的・社会的価値創造への貢献)の実績を確認。
• 民間企業等からの研究資金等受入額が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるものとして、現状、年平
均10億円程度以上となっていること。または、研究者一人当たりの研究資金等受入額において、優れた実績(100万円程度以上)となっていること。

③ 教員組織及び研究環境等
の研究の体制

• 大学の研究体制が、新たな学問分野や融合領域に迅速に対応しているかを確認。
• 多様な分野の学術研究ネットワークの牽引の状況に加え、国際研究協力に係る体制、若手・女性・外国人研究者の登用・活躍に係る体制、事務職員
や研究マネジメント人材、専門職人材の配置、研究施設及び研究設備、研究インテグリティの確保体制等について、国際競争力の強化の観点から適
切に 整備されていること。特に外国人研究者の割合が将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれること。

④ 民間事業者との連携協力
体制等の研究成果の活用
の体制

• 民間事業者との連携協力等の実施を通じて、申請に係る大学の研究成果の活用の体制が整備されているかを確認。
• 全学的な産学連携の体制、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」等を踏まえた体制、スタートアップの支援体制、実践的な起業家教
育プログラム等が適切に整備されていること。

⑤ 効果的な資源の確保及び
配分等の行える運営体制

• 研究及び研究成果の活用に必要な資金・人材の確保・配分、知的財産権の取得・活用を行う体制が構築されるとともに、大学の教育研究活動、国内
外の大学の経営、大学における国際化の推進、研究成果の活用、法律及び会計その他の大学の運営に関連する事項に関し、適切な知識、能力、経
験を有する者を構成員とする合議制の機関が設置されていること。

• 当該合議制の機関が、国際卓越研究大学研究等体制強化計画の作成・変更など大学の運営に関する重要事項の議決及び当該体制強化計画に
関する業務の執行状況の監督を行うこと。

• 監事の少なくとも一人は常勤となっており、独立した専門の監査部門を有しているなど、当該大学の業務に関する監査が実効的に行われることを確保する
ための体制となっていること。

⑥ 研究に関する業務と管理
運営に関する業務の適切
な役割分担等の業務執行
体制

• 法人の代表者、教学担当役員(プロボスト)、事業財務担当役員(CFO)が適切に配置され、効果的・効率的に役割が果たせるような体制が構築されて
いるなど、権限と責任の分担を的確に行う業務執行体制が整えられていること。

⑦ 国際的に卓越した研究等
を持続的に発展させるため
に必要な財政基盤

• 財政基盤の成長性が極めて重要であることから、資産活用や寄附金等を含めた財源の多様性を確認することとし、大学の収入全体(ただし、当該大学
の 附属病院に係るものは除く。)から国又は地方公共団体が支出する運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費や学生からの授業
料や検定料等を除いた額の大学の収入全体に占める割合が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるもの
として、直近５年間の平均で20%程度以上となっていること。

（参考）国際卓越研究大学の認定に関する基準
これまでの実績や蓄積のみで判断するのではなく、世界最高水準の研究大学の実現に向けた「変革」への意思(ビジョン)とコミットメントの提示に基づき、認定。
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研究成果の活用のために必要な事業を
行うための環境の整備充実

 大学発スタートアップの創出拠点や大型産学共創拠点の形成
 大学発スタートアップ育成に向けたギャップファンド運営・直接投資
 国内外のアクセラレーターとの連携によるスタートアップを対象とした
アクセラレーションプログラムの展開

1 -（1） 研究体制強化の目標

1 -（2） 事業の内容、実施方法及び実施時期

個々の事業の結果、整備される研究環境や人材の数
（外国人研究者の割合の向上を含む）等のアウトプットだ
けでなく、アウトカム(研究水準の向上、研究成果の活用が
もたらすインパクト等)について記載。

 目標には、アウトプットだけでなく、
アウトカムについて記載

 世界の学術研究ネットワークを牽引、イノベーションを
常に創出し続けるマネジメント・システムの全体像を提示

国際卓越研究大学は、人材・知・資金の好循環を生み出すことができるよう、価値創造や社会課題解決に
資する研究基盤への投資だけでなく、大学の持続的成長に向けて、自然科学のみならず人文・社会科学を
含め、長期的視野に立った新たな学問分野や若手研究者への投資など、次世代の知・人材の創出にも
取り組む。

制度の趣旨を踏まえ、各大学が計画を作成する際には、世界トップレベルの
研究大学をベンチマークすることとし、世界の学術研究ネットワークを牽引する
に足る高い研究水準の達成を図り、新たな研究領域やイノベーションを常に
創出し続けるマネジメント・システムの全体像を提示。

人材

知資金

研究の支援又は研究成果の活用のために
必要な技術者等の育成

 URA等の研究マネジメント人材や技術職員等の専門職人材、
ファンドレイザーや財務専門職員等のキャリアパスの構築

 国内外における研さん機会の拡大、資格取得支援

優秀な若年の研究者の
育成及び活躍の推進

 安定した若手ポストの確保
 博士課程学生の経済的支援
 海外研修

ロ．
（例)

（例)

国際的に卓越した能力を有する研究者の確保、研究の支援
        又は研究成果の活用のために必要な技術者等の確保

学内人事制度の構築、家族の滞在に係る支援
URA等の研究マネジメント人材や技術職員等の専門職人材のポストの確保
国際研究協力を支える事務職員、ファンドレイザーや財務専門職員等の確保

（例)

（例)

国際的に卓越した科学技術に関する
研究環境の整備充実

（例)
 研究実証施設や融合研究センター、共用
機器やデータ連携基盤を含めた最先端の研
究インフラの戦略的整備・更新・維持

１. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項

ニ． ホ．

ハ．イ．

（参考）国際卓越研究大学法に基づく基本方針の主なポイント①
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1 -（３）国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する具体的な基準
①基本方針に記載された事項に照らして適切なものであること。

②国際卓越研究大学研究等体制強化計画の内容が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

③国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づき実施する事業が、国際卓越研究大学の研究及び
研究成果の活用のための体制の強化に資するものであることが合理的に説明されていること。

ロ. 財務戦略について、これまでの取組に応じた実効性のあるものとなっており、外部資金の獲得状況(年平均５％程度以上
の増加)等を基に、継続的な事業成長(年平均３％程度の支出成長率) を果たすことの蓋然性が高いこと。また、持続的な
成長のために必要な運用益を生み出せるだけの規模の大学独自基金の造成の実現可能性が高いこと。

1. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項

（参考）国際卓越研究大学法に基づく基本方針の主なポイント②

イ. 目指すべき姿の実現に向けて、世界の学術研究ネットワークを牽引し、新たな研究領域やイノベーションを常に創出し
続けるマネジメント・システムを構築するため、既存の制度に縛られず、学内外の叡智を結集して取組を進めていく計画
であること。特に研究上のポテンシャルを向上し続ける方策が示されていること。

ハ. 新たな研究領域の創出や若手研究者への支援など、次代を見据えたビジョンの具現化に向け、自律的財政基盤を強化し、
資金循環の形成と学内の資源配分を行うことができるガバナンスを有すること。特に、合議制の機関、教学担当役員(プロ
ボスト)、事業財務担当役員(CFO)について、有効に機能するようなマネジメント・システムとなっていること。

1 -（4）計画期間
 短期的な成果主義に流されず、長期的に大学の取組や活動を後押し。
 計画期間は最長で25年とし、その範囲内で大学自ら、目標や計画と併せて設定。
 厳格な結果責任を求める観点から、一定期間(６年～10年を目安)ごとに、支援の継続の可否に係る評価を実施。5



（参考）国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律（令和四年法律第五十一号）（抄）
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（国際卓越研究大学の認定）
第四条 大学の設置者は、申請により、当該大学が国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度

見込まれるものであることの文部科学大臣の認定を受けることができる。

２ 前項の認定を受けようとする大学の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号の

いずれにも該当していることを証する書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一 認定を受けようとする大学の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

二 認定を受けようとする大学の名称及び所在地

三 その他文部科学省令で定める事項

３ 文部科学大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る大学が次の各号のいずれにも該当していると認めるとき

は、その認定をするものとする。

一 国際的に卓越した研究の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。

二 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。

三 先端的、学際的又は総合的な研究の実施に係る教員組織及び研究環境が整備されていることその他研究の体制が国際的に卓越した研

究を展開するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。

四 大学の研究成果の提供を受けて当該成果を実用化しようとする民間事業者との連携協力のための体制が確保されていることその他研

究成果の活用の体制が研究成果の経済社会における活用を促進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合している

こと。

五 国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新たな事業の創出の動向、社会の要請その他の大学を取り巻く状況を踏まえて研究及

び研究成果の活用に必要な資金及び人材の確保及び配分並びに知的財産権の取得及び活用を行う体制が構築されていることその他運営

体制が研究及び研究成果の活用を計画的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。

六 研究に関する業務の執行と管理運営に関する業務の執行との役割分担が適切に行われていることその他業務執行体制が研究及び研究

成果の活用を組織的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。

七 国際的に卓越した研究及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用を持続的に発展させるために必要な財政基盤として文部科学省

令で定めるものを有していること。

４ 文部科学大臣は、第一項の認定をしようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かな

ければならない。

５ 文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた大学（以下「国際卓越研究大学」という。）の名称その他

文部科学省令で定める事項を公表しなければならない。

６ 文部科学大臣は、国際卓越研究大学が第三項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、第一項の認定を取り消すことができ

る。

７ 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。



（参考）国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則（抄）
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（国際卓越研究大学の認定の基準）
第二条 法第四条第三項第一号の文部科学省令で定める実績は、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース（学術上 の論文に関する情報の

集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。）に登録されている学術雑誌に掲載されて
いる論文（以下この項において単に「論文」という。）であって、その著者が当該論文の公表（論文が掲載された学術雑誌が出版されること又はインターネ
ット上で公開されることをいう。以下この項において同じ。）の時において申請大学（法第四条第一項の申請に係る大学をいう。以下同じ。）に属する研究
者等（科学技術・イノベーション基本法（平成七年法律第百三十号）第二条第四項に規定する研究者等をいう。第三項第一号において同じ。）であり、かつ
、その公表が認定を申請した日の属する年の前年又は前々年から起算して過去五年間に行われたもの（以下この項において「申請大学論文」という。）につ
いて、次の各号のいずれかに該当していることとする。

一 申請大学論文のうち上位十パーセント論文（認定を申請した日の属する年の前年又は前々年の末日において、他の論文により引用された数が、同一の年に公
表された同一の研究分野の論文の上位百分の十の範囲に属する論文をいう。以下この号及び次号において同じ。）であるものの数がおおむね千本以上であり、
かつ、申請大学論文の総数に占める上位十パーセント論文の数の割合がおおむね百分の十以上であること。

二 申請大学論文のうち上位十パーセント論文であるものの数を、認定を申請した日の属する年の前年又は前々年の五月一日において当該申請大学に属する教員
の数（次項第二号において「申請大学教員数」という。）で除した数が、おおむね〇・六以上であること。

２ 法第四条第三項第二号の文部科学省令で定める実績は、申請大学に係る共同研究等民間負担経費合計額（民間事業者との連携により行う共同研究及び受託事業
（大学が民間事業者からの委託により研究開発その他の事業を行い、その経費を民間事業者が負担するものをいう。）について、認定を申請した日の属する年度

の前年度又は前々年度から起算して過去五年度間に民間事業者が負担した経費の合計額をいう。以下この項において同じ。）が、次の各号のいずれかに該当し
ていることとする。

一 共同研究等民間負担経費合計額を五で除した額が、おおむね十億円以上であること。
二 共同研究等民間負担経費合計額を五で除した額を申請大学教員数で除した額が、おおむね百万円以上であること。

３ 法第四条第三項第三号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の研究の体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。
一 若年者、女性及び外国人（日本の国籍を有しない者をいう。次号において同じ。）である研究者等並びに研究事務者（研究又は研究成果の活用に関する業務
の事務を行う者をいう。第五条第一項第三号において同じ。）の適切な処遇の確保が図られていること。

二 外国法人又は外国人に対する技術の提供等の状況の把握その他の研究開発等（研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。第五条第一項第二
号において同じ。）を公正かつ適切に実施できる体制を有していること。

４ 法第四条第三項第四号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学において、国、地方公共団体及び科学技術・イノベーション創出の
活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第二条第九項に規定する研究開発法人との連携協力により研究成果の経済社会における活用を促進するために
必要な体制が確保されており、かつ、当該申請大学の研究成果を活用した新たな事業の創出を支援する体制が適切に整備されていると認められることとする。

５ 法第四条第三項第五号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の運営体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。
一 大学の教育研究活動、国内外の大学の経営、大学における国際化の推進、大学の研究成果の活用、大学に関する法律及び会計その他の大学の運営に関連する事項に関し、学
識経験又は実務経験を有する者その他の大学の運営に関する多様な知識及び能力を有する者を構成員とする合議制の機関が設置され、当該合議制の機関が次に掲げる事項を行
うこと。
イ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の作成又は変更に関することその他の当該申請大学の運営に関する重要事項の議決
ロ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画に関する業務の執行の状況の監督

二 当該申請大学の業務に関する監査が実効的に行われることを確保するための体制を有すること。
６ 法第四条第三項第六号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の業務執行について、当該申請大学における教育研究に関する業務

を掌理する役割及び当該申請大学の財務その他の管理運営の業務を掌理する役割が適切に分担されていることを前提とし、これらの役割を担う者の有機的な連携
の下で効率的な業務執行が行われる体制が適切に確保されていることとする。

７ 法第四条第三項第七号の文部科学省令で定める財政基盤は、申請大学に係る各年度の収入（当該申請大学の附属病院における医療に係る収入は除く。以下この
項において「各年度収入」という。）から授業料収入、入学金収入その他の納付金収入及び基盤的運営経費支援収入（国又は地方公共団体からの運営費交付金、
私立大学等経常費補助金その他の運営に係る基盤的な経費に対する支援に係る収入をいう。）の合計額を除いた額の各年度収入に占める割合について、認定を申
請した日の属する年度の前年度又は前々年度から起算して過去五年度間における当該割合の合計を五で除した数が、おおむね百分の二十以上であることとする。



（参考）国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律（令和四年法律第五十一号）（抄）
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（国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可等）
第五条 国際卓越研究大学の設置者は、当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化を目的とする次項第二号イか

らホまでに掲げる事業の実施に関する計画（以下この条において「国際卓越研究大学研究等体制強化計画」という。）を作成し、文

部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。

２ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 研究及び研究成果の活用のための体制の強化の目標

二 前号の目標を達成するために行う次に掲げる事業の内容、実施方法及び実施時期

イ 国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実

ロ 優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動

ハ 国際的に卓越した能力を有する研究者及び研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者その他の文部科学省令で定める人

材（ニにおいて「技術者等」という。）の確保

ニ 技術者等の育成に資する活動

ホ 研究成果の活用のために必要な事業を行うための環境の整備充実

三 前号イからホまでに掲げる事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

四 その他文部科学省令で定める事項

３ 文部科学大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、その申請に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画が次の各号のいず

れにも該当するものであると認めるときは、その認可をするものとする。

一 基本方針に適合するものであること。

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に資するものであること。

４ 文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議するとともに、総合科学技術・イノベーショ

ン会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならない。

５ 文部科学大臣は、第一項の認可をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化

計画の概要を公表しなければならない。

６ 第一項の認可を受けた国際卓越研究大学の設置者（以下「認可設置者」という。）は、当該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強

化計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

７ 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

８ 認可設置者は、第一項の認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画（第六項の規定による変更の認可があったときは、その変更

後のもの。以下「認可計画」という。）に従い、第二項第二号イからホまでに掲げる事業を実施しなければならない。
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